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平成１６年５月１１日 

各 位 

会 社 名  ユ ニ チ カ 株 式 会 社              

代 表 者     取締役社長  大  西  音  文 

            （コード番号 ３１０３） 

 

会社分割についてのお知らせ 

 

 当社は、平成１６年５月１１日開催の当社取締役会において、平成１６年９月３０日を

期して、下記のとおり当社の事業部門を会社分割（新設・物的）し、新たに設立する「ユ

ニチカ宇治プロダクツ株式会社」「ユニチカリアルティ株式会社」に承継することを決定い

たしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

Ⅰ．樹脂及びフィルム製造部門の新設分割（物的分割） 

 

１．会社分割の目的 

    当社の宇治事業所における樹脂及びフィルムの製造部門を統合し、宇治事業所全体の

機能及びコストの効率化を図ることを目的とします。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

      分割計画書承認取締役会             平成１６年５月１１日 

      分 割 計 画 書 調 印             平成１６年５月１１日 

      分割計画書承認株主総会             平成１６年６月２９日 

      分 割 期 日                        平成１６年９月３０日 

      分 割 登 記                        平成１６年９月３０日 

（２）分割方式 

  ① 分割方式 

     当社を分割会社とし、新たに設立する会社「ユニチカ宇治プロダクツ株式会社」を承

継会社とする新設分割（物的分割）方式とします。 

  ② 当分割方式を採用した理由 

     組織の再編を迅速かつ機動的に行うため、この方式を採用しました。 

（３）株式の割当 

      新設会社が本件会社分割に際して発行する普通株式９，０００株は、すべて当社に

対し割当交付されます。 

（４）分割により減少する資本の額 

      当社の資本の額は減少いたしません。 

 



 2

（５）分割交付金 

      分割交付金の支払はありません。  

（６）新設会社が承継する権利義務 

     ① 資産及び負債 

        新設会社は、当社の宇治事業所における樹脂及びフィルム製造部門に関する資産、

負債及びこれに付随する一切の権利義務を承継します。 

     ② 労働契約 

        新設会社の業務に従事する従業員にかかる雇用契約は承継しないものとし、当社

からの出向とする予定です。 

（７）債務履行の見込み 

      当社及び新会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないと判断い

たしております。 

 

３．分割当事会社の概要（注記のないものは平成１６年５月１１日現在。新設会社は平成１６年９月 

                           ３０日見込み） 

（１）商 号          
ユニチカ株式会社 

（分割会社） 

ユニチカ宇治プロダクツ 

株式会社（新設会社） 

（２）事 業 内 容          
高分子事業、環境事業 

機能材事業、生活健康事業
樹脂・フィルム製造事業 

（３）設 立 年 月 日          明治２２年６月１９日 平成１６年９月３０日 

（４）本 店 所 在 地          
兵庫県尼崎市東本町１丁

目５０番地 

京都府宇治市宇治戸ノ内

５番地 

（５）代 表 者          取締役社長  大西音文   取締役社長 要海  洋 

（６）資 本 金          ２３７億９８４５万円           ４５０百万円 

（７）発 行 済 株 式 総 数              ４７５，９６９千株           ９，０００株 

（８）株 主 資 本          
     (㍻ 15 年 3 月 31 日現在) 

    ３０，７１５百万円     ２６，５００百万円 

（９）総 資 産          
      (㍻ 15 年 3 月 31 日現在) 

  ２７４，８６９百万円     ４２，７００百万円 

（10）決 算 期              ３月３１日   ３月３１日 

（11）従 業 員 数          
     (㍻ 16 年 3 月 31 日現在) 

       １，０１１名           ２９０名 

（12）主 要 取 引 先          
伊藤忠商事㈱ 

三井物産㈱ 

ユニチカ㈱ 

ユニチカファイバー㈱ 
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（13）大株主及び持株比率 
     (㍻ 16 年 3 月 31 日現在) 

㈱ＵＦＪ銀行      4.67%

ﾕﾆﾁｶ従業員持株会  3.28%

大同生命保険㈱    2.65%
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託 

銀行㈱ （信託口）    2.39%
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

㈱（信託口）        2.18%

ユニチカ㈱        100% 

  

 
 

 

 

 

（14）主 要 取 引 銀 行          
     (㍻ 16 年 3 月 31 日現在) 

㈱ＵＦＪ銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱あおぞら銀行 

ＵＦＪ信託銀行㈱ 

農林中央金庫 

未定 

 

 

 

 

資本関係 

 
当社は、新設会社の発行済株式総数の 100%を保有

します。 

 人的関係 

 
当社は、新設会社に取締役 5 名（内常勤 1 名）、監

査役 1名（内常勤 0名）を派遣します。 

  
 

 

 (15)当事会社の関係 
 
  取引関係 当社は、新設会社に樹脂、ﾌｨﾙﾑの製造業務を委託し

ます。 

 
 
(16)最近３決算期間の業績                      （単位：百万円） 

 ユニチカ株式会社（分割会社） 

決 算 期      １３年３月期   １４年３月期  １５年３月期  

売 上 高            100,984        99,829        88,575 

営 業 利 益              4,857         3,928         3,014 

経 常 利 益              4,303         3,155         2,515 

当期純利益           710      △ 1,603      △ 6,676 
１株当たり当期純利益 

（円） 
    1 円 49 銭   △3 円 37 銭   △14 円 03 銭

１株当たり配当金 
（円） 

    0 円 00 銭     0 円 00 銭     0 円 00 銭 

１株当たり株主資本 
（円） 

 
   42 円 23 銭 

 
   79 円 97 銭 

 
   64 円 53 銭 

 

４．分割する事業部門の内容 

（１）事業部門の内容 

      当社の宇治事業所における樹脂及びフィルムの製造部門  

（２）譲渡資産、負債の項目及び金額（平成１６年９月３０日予定） 

承  継  資  産 承  継  負  債 

土地      24,700 百万円 未払金                   8,200 百万円

建物等      17,000 百万円 借入金       8,000 百万円

棚卸資産       1,000 百万円   
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Ⅱ．不動産管理部門の新設分割（物的分割） 

 

１．会社分割の目的 

    当社遊休不動産の有効活用及び賃貸資産の総合的な管理等を行うことにより、資産の

効率的利用を図ることを目的とします。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

      分割計画書承認取締役会             平成１６年５月１１日 

      分 割 計 画 書 調 印             平成１６年５月１１日 

      分割計画書承認株主総会             平成１６年６月２９日 

      分 割 期 日                        平成１６年９月３０日 

      分 割 登 記                        平成１６年９月３０日 

（２）分割方式 

  ① 分割方式 

     当社を分割会社とし、新たに設立する会社「ユニチカリアルティ株式会社」を承継会

社とする新設分割（物的分割）方式とします。 

  ② 当分割方式を採用した理由 

     組織の再編を迅速かつ機動的に行うため、この方式を採用しました。 

（３）株式の割当 

      新設会社が本件会社分割に際して発行する普通株式９，０００株は、すべて当社に

対し割当交付されます。 

（４）分割により減少する資本の額 

      当社の資本の額は減少いたしません。 

（５）分割交付金 

      分割交付金の支払はありません。  

（６）新設会社が承継する権利義務 

     ① 資産及び負債 

        新設会社は、当社の貝塚事業所、新瓦町ビル、子会社が運営する大和高田ショッ

ピングセンター・ユニチカオークタウン東貝塚にかかる資産、負債及びこれに付

随する一切の権利義務を承継します。 

     ② 労働契約 

        新設会社の業務に従事する従業員にかかる雇用契約は承継しないものとし、当社

からの出向とする予定です。 

（７）債務履行の見込み 

      当社及び新会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないと判断い

たしております。 
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３．分割当事会社の概要（注記のないものは平成１６年５月１１日現在。新設会社は平成１６年９月 

                           ３０日見込み） 

（１）商 号          
ユニチカ株式会社 

（分割会社） 

ユニチカリアルティ株式会社 

（新設会社） 

（２）事 業 内 容          
高分子事業、環境事業 

機能材事業、生活健康事業

不動産管理、売却、 

賃貸、開発事業 

（３）設 立 年 月 日          明治２２年６月１９日 平成１６年９月３０日 

（４）本 店 所 在 地          
兵庫県尼崎市東本町１丁

目５０番地 

大阪市中央区久太郎町四

丁目１番３号 

（５）代 表 者          取締役社長  大西音文   取締役社長 牧島  珪 

（６）資 本 金          ２３７億９８４５万円           ４５０百万円 

（７）発 行 済 株 式 総 数              ４７５，９６９千株           ９，０００株 

（８）株 主 資 本          
     (㍻ 15 年 3 月 31 日現在) 

    ３０，７１５百万円     １４，１００百万円 

（９）総 資 産          
      (㍻ 15 年 3 月 31 日現在) 

  ２７４，８６９百万円     １６，１００百万円 

（10）決 算 期              ３月３１日   ３月３１日 

（11）従 業 員 数          
     (㍻ 16 年 3 月 31 日現在) 

       １，０１１名               ２名   

（12）主 要 取 引 先          
伊藤忠商事㈱ 

三井物産㈱ 

ユニチカ㈱ 

 

（13）大株主及び持株比率 
     (㍻ 16 年 3 月 31 日現在) 

㈱ＵＦＪ銀行      4.67%

ﾕﾆﾁｶ従業員持株会  3.28%

大同生命保険㈱    2.65%
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託 

銀行㈱ （信託口）    2.39%
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

㈱（信託口）        2.18%

ユニチカ㈱        100% 

  

 
 

 

 

 

（14）主 要 取 引 銀 行          
     (㍻ 16 年 3 月 31 日現在) 

㈱ＵＦＪ銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱あおぞら銀行 

ＵＦＪ信託銀行㈱ 

農林中央金庫 

未定 
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資本関係 

 
当社は、新設会社の発行済株式総数の 100%を保有

します。 

 人的関係 

 
当社は、新設会社に取締役３名（内常勤０名）、監

査役１名（内常勤０名）を派遣します。 

 
 

 

 (15)当事会社の関係 
 

 

 
 取引関係 当社は、新設会社に不動産の管理、売却、賃貸、開

発等に関する業務を委託します。 

 
 
(16)最近３決算期間の業績                      （単位：百万円） 

 ユニチカ株式会社（分割会社） 

決 算 期      １３年３月期   １４年３月期  １５年３月期  

売 上 高            100,984        99,829        88,575 

営 業 利 益              4,857         3,928         3,014 

経 常 利 益              4,303         3,155         2,515 

当期純利益           710      △ 1,603      △ 6,676 
１株当たり当期純利益 

（円） 
    1 円 49 銭   △3 円 37 銭   △14 円 03 銭

１株当たり配当金 
（円） 

    0 円 00 銭     0 円 00 銭     0 円 00 銭 

１株当たり株主資本 
（円） 

 
   42 円 23 銭 

 
   79 円 97 銭 

 
   64 円 53 銭 

 

４．分割する事業部門の内容 

（１）分割部門の内容 

      当社の貝塚事業所、新瓦町ビル、子会社が運営する大和高田ショッピングセンター・

ユニチカオークタウン東貝塚にかかる不動産の管理、売却、賃貸、開発等の部門  

（２）譲渡資産、負債の項目及び金額（平成１６年９月３０日予定） 

承  継  資  産 承  継  負  債 

土地       5,500 百万円 借入金                   2,000 百万円

建物等       5,200 百万円

棚卸資産       1,000 百万円

繰延税金資産       4,400 百万円

       

  

 

 

 

 

               （本件に関するお問合せ先） 

ユニチカ株式会社  社長室ＩＲ広報グループ 

                       ＴＥＬ：０６－６２８１－５６９５   

 
                                                                         以  上 


